
 

保護者の皆さまへ 

都留市教育委員会 

 

都留市小中学生資格取得補助金制度のお知らせ 

  都留市では、市内の小中学生が資格検定を受検して、合格した場合に、その受検料

を補助する事業を実施しています。この事業では、児童・生徒の学力及び学習意欲の

向上を図るとともに、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。 

 

１．補助対象者 

市内に住所があり、市内または市外の小中学校に在籍している児童・生徒（の保護

者）とします。 

 

２．補助対象経費 

資格を取得するために要した経費（受検料）とします。 

 

３．対象資格及び補助率 

補助金の対象となるのは、今年度に取得した、実用英語検定（英検）、日本語漢字検

定（漢検）、数学検定（数検）です。申請書の提出期限は、年度末３月３１日までです。

補助率は次のとおりです。 

 

○小学生 

対 象 資 格 検 定 補 助 率 

実用英語技能検定５級 

日本語漢字能力検定５級 

数学検定６級 

受検料の２分の１ 

実用英語技能検定４級以上の級 

日本語漢字能力検定４級以上の級 

数学検定５級以上の級 

受検料の全額 

 

○中学生 

対 象 資 格 検 定 補 助 率 

実用英語技能検定４級 

日本語漢字能力検定４級 

数学検定４級 

受検料の２分の１ 

実用英語技能検定３級以上の級 

日本語漢字能力検定３級以上の級 

数学検定３級以上の級 

受検料の全額 



４．申請の方法 

申請は、各小中学校で取りまとめ、一括して校長先生から教育委員会に申請しても

らいます。そのため、申請をしようとする保護者の皆さまは、校長先生に申請から補

助金の受領までをお願いする委任状（様式第 2 号）を学校に提出してください。 

（委任状の用紙は各学校にあります。） 

申請には、次の関係書類が必要です。  

 

 ① 受験料がわかる書類（検定料納付の領収書等の写し） 

 

 ② 資格検定の合格を証明する書類の写し 

 

 ③ 委任状（様式第 2 号） 

 

 

 

◎お問い合わせ先：都留市教育委員会 学校教育課 TEL:43-1111（内線 88211） 


